
令和4年6月22日

NO. 項目等 質問内容 回答

新ごみ処理施設整備に係る発注支援等業務
公募型プロポーザル 質問回答書

1
実施要領2ページ
2.参加資格等
⑤管理技術者

技術士は、総合技術監理部門-選択科目衛生工学-廃棄物管
理についても、資格要件に該当するものと考えてよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりとします。

2
実施要領2～3ページ
2.参加資格等

エネルギー回収型廃棄物処理施設の基本設計業務の実績と
ありますが、平成25年度までの交付金メニューであった
「エネルギー回収推進施設」も含まれるとの理解で宜しい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

3

実施要領3ページ
《主担当技術者の要件》
⑧建築担当技術者及び様式
6-6

主な業務実績について、施設規模150t/日以上の要件が示
されていませんが、施設規模に関わらず同業務の実績を全
て記載してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
主担当技術者については、施設規模150ｔ/日以上
の実績としますが、建築担当技術者については、
施設規模は問いません。

4
実施要領4ページ
提出書類一覧
配置予定技術者の経歴等

様式6-1～様式6-5とありますが、様式6-6も含むと理解し
てよろしいでしょうか。

様式6-6も含みます。
実施要領の訂正をします。

5
実施要領4ページ
（1）二次審査書類について

二次審査時に提出する「見積書」の件、「表紙」について
は、任意様式をつけて提出する旨、記載がありますが、
「内訳書等」は、指定様式がございますでしょうか。

内訳書を含め、任意の様式で提出して下さい。
この場合、見積額総額と内訳書の合計が同額とな
るようご留意ください。

6
実施要領5ページ
(3)二次審査

プレゼンテーションにおいて、プロジェクターは応募者が
準備する必要がありますでしょうか。ご貸与頂ける備品が
ございましたらご教示願います。

プロジェクター及びスクリーン、PC等の電源につ
いては貸与可能です。（パソコン、ポインター
等、その他必要となるものについては各自でご準
備願います。）

7
実施要領5ページ
（3）二次審査

プレゼンテーション審査の20分間の説明は、準備と片付け
の時間を除くと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
準備と片付けの時間は除きます。

8
仕様書2ページ
第7節（3）

「エネルギー回収型廃棄物処理施設」には、発電によるエ
ネルギー回収が可能な一般廃棄物焼却施設を含むと考えて
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。廃棄物循環型社会形成推
進交付金（環境省）交付要綱に規定される、エネ
ルギー回収型廃棄物処理施設であり、同マニュア
ルに記載されている施設とします。
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9
仕様書2ページ
第7節（4）

「照査担当技術者は・・参加表明書の提出日までに完了し
た実績を有する者であること」とありますが、具体的にど
のような実績が必要となるでしょうか。

本業務範囲である発注支援業務（基本設計業務、
事業者選定支援業務）、PFI 等導入可能性調査業
務の実績とします。

10
仕様書2ページ
第7節（6）

「建築担当技術者は、一級建築士の資格を有し・・」とあ
りますが、指定実績を持つ技術士（建設部門）を一級建築
士と同等の資格として認めていただけないでしょうか。

仕様書のとおり、建築担当技術者として、一級建
築士の資格を有し、かつ、平成24 年度以降に受注
し参加表明書の提出日までに完了したエネルギー
回収型廃棄物処理施設整備基本設計業務（発注仕
様書の作成を含む。）の実績を有する者であるこ
ととします。
そのため、建築担当技術者は一級建築士としま
す。

11
仕様書2ページ
第7節（6）

建築担当技術者は、一級建築士の資格を有する者、エネル
ギー回収型廃棄物処理設備基本設計業務の実績を有する者
の2名配置で資格要件を満たすことは可能でしょうか。

仕様書の記載どおりとします。

12
仕様書3ページ
第14節　成果品

「②基本設計報告書（概要版）」は中綴じ製本（A3用紙を
2つ折りにして紙の真ん中でホチキス留めする形式）との
理解で宜しいでしょうか。

可とします。表紙の紙質等については協議の上、
決定します。

13
仕様書3ページ
第14節　成果品

「②基本設計報告書（概要版）」、「④官公庁への届出関
係書」、「⑤その他必要な資料」、「⑥上記の電子デー
タ」の部数が協議により決定となっておりますが、それぞ
れ想定している部数をご教示頂けますでしょうか。

見積書内訳書に記載していただく数量を提示しま
す。（詳細は協議により決定します。）
②基本設計報告書（概要版）【50部】
④官公庁への届出関係書　　【各5部】
⑤その他必要な資料　　　　【各5部】
⑥上記の電子データ　　　　【CD-R　2組】

14
仕様書3ページ
第14節　成果品

成果品のうち、「協議により決定」となっている資料につ
いて、No.13の質問で部数をご教示いただけない場合で
あって見積書様式に添付した内訳書と部数が異なる場合
は、内訳書に基づいて精算されるとの認識でよろしいで
しょうか。

質問№13に示す部数で見積り下さい。
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15
仕様書5ページ
第2章　発注支援業務

 発注支援業務は、第3章PFI等導入可能性調査により、最
も評価が高い結果となった事業方式について実施するとの
理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
なお、昨年度に策定した「施設整備基本計画書」
において、発注方式について、一定の方向性につ
いては調査を行っていますので、参考図書（新ご
み処理施設整備基本計画書）をご参照下さい。

16
仕様書5ページ
第2章　発注支援等業務他

電力会社への、事前相談、接続検討申請、費用負担等は本
業務範囲外と考えてよろしいでしょうか。

仕様書第1章総則の第6節　関係法令等の遵守（7）
に基づき、電力会社との協議や各種申請等につい
ては本業務に含みます。ただし、接続検討料等の
費用については、業務範囲に含まれません。

17
仕様書5ページ
第2節　参考見積仕様書の作
成

都市計画条件について、施設整備基本計画64ページでは都
市計画決定の実施が令和5年度に予定されていますが、そ
の支援業務は本業務範囲外と考えてよろしいでしょうか。

仕様書第1章総則の第6節関係法令等の遵守（5）に
基づき、都市計画決定手続きに係る業務支援も本
業務に含まれます。
なお、生活環境影響調査結果の縦覧及び住民説明
については、本業務の範囲外とします。

18
仕様書5ページ
第2節　参考見積仕様書の作
成

都市計画条件について、施設整備基本計画64ページでは測
量・地質調査が令和3年度実施予定になっていますが完了
されてますでしょうか。

測量・地質調査は令和3年度中に完了しています。

19
仕様書5ページ
第2節　参考見積仕様書の作
成

都市計画条件について、土壌汚染状況について調査されて
ますでしょうか。あるいは別途業務で調査を予定してい
らっしゃいますでしょうか。

建設予定地の地質調査については行っています
が、土壌汚染対策法に基づく調査については、必
要に応じて別途行うことを検討します。

20
仕様書6ページ（第2章-2）
事業者選定支援業務　
第1節（4）

事業者選定委員会の検討とは、どのようなことを求められ
ていますでしょうか。委員候補の抽出や開催スケジュー
ル・議事内容を想定すればよろしいでしょうか。

仕様書7ページに示す事業者選定委員会の運営支援
を行っていただくこととなりますが、お尋ねのよ
うな選定委員会の設置に関する支援についても、
助言を求めていくことを予定しています。

21
仕様書7ページ（第2章-2）
事業者選定支援業務　
第7節（1）

会議資料の印刷物は受託者が準備する理解でよろしいで
しょうか。この場合、想定される委員及び事務局の人数を
ご教示願います。

お見込みのとおりです。
なお、事業者選定委員数については確定できてお
りませんが、事務局を含め20名程度を想定してい
ます。
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22
仕様書7ページ（第2章-2）
事業者選定支援業務　
第7節（2）

想定される委員会の回数をご教示願います。
あるいは、本質問書No.20の検討の結果、回数が決定する
のでしょうか。

事業者選定委員会の回数については、確定してお
りませんが、計5回程度を想定しています。

23

仕様書8ページ
(3) 事業者選定委員会議事
録の作成 

事業者選定委員会議事録は議事要旨で宜しいでしょうか。
それとも全文議事録となりますでしょうか。

議事要旨となります。なお、音声データとの照合
を行いますので、摘録と音声データはその都度、
提出していただくこととになります。

24
様式集
様式5　業務実施体制 

主担当技術者の欄が「基本設計業務」、「事業者選定支援
業務」、「可能性調査業務」の3つになっておりますが、
プロポーザル実施要領2～3ページ　2.参加資格のとおり、
「発注支援業務」及び「可能性調査業務」の2つの欄で宜
しいでしょうか。また、様式5のとおり「基本設計業
務」、「事業者選定支援業務」、「可能性調査業務」の3
つのままとした場合、主担当技術者は全てを兼務可との理
解で宜しいでしょうか。

「基本設計業務」、「事業者選定支援業務」、
「可能性調査業務」各々に分けて記載して下さ
い。
また、同業務を兼務とすることは可能ですが、実
施要領5ページに示します二次審査における評価項
目中、「業務の実施体制」、及び「企画提案」に
て確認を行う予定です。

25
様式集
様式5　業務実施体制 

主担当技術者について、発注支援業務と可能性調査業務を
兼務した場合、可能性調査業務の各欄に「同上」と記載す
れば宜しいでしょうか。

各調査様式ごとに記載して下さい。

26
様式4-1～4-3、
様式6-1～6-5

主な業務実績は、施設規模150t/日以上を含む同業務の実
績を全て記載してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
なお、様式4-1については、枠下の注意書きを参照
し、「基本設計業務」、「事業者選定支援業
務」、「可能性調査業務」ごとに別葉にし記載し
て下さい。
また、質問4にありますとおり、様式6-6も同様と
します。
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